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(57)【要約】
【課題】得られる処理済水を処理対象とする装置の劣化
を抑制しつつ、被処理水中の有効塩素を効率的に除去処
理することのできる水処理方法および水処理装置を提供
すること。
【解決手段】水処理方法は、紫外線光源から放射された
波長１９０～２００ｎｍの範囲に主発光波長を有する光
を被処理水に照射することにより、当該被処理水中に含
まれる有効塩素を除去処理することを特徴とする。また
、水処理装置は、波長１９０～２００ｎｍの範囲に主発
光波長を有する光を放射する紫外線光源と、当該紫外線
光源から放射された光を被処理水に照射するための紫外
線照射機構とを備えており、被処理水中に含まれる有効
塩素を除去処理することを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紫外線光源から放射された波長１９０～２００ｎｍの範囲に主発光波長を有する光を被
処理水に照射することにより、当該被処理水中に含まれる有効塩素を除去処理することを
特徴とする水処理方法。
【請求項２】
　前記被処理水に照射される前記紫外線光源から放射された光は、更に波長１７０～１８
０ｎｍの範囲に発光波長を有することを特徴とする請求項１に記載の水処理方法。
【請求項３】
　波長１９０～２００ｎｍの範囲に主発光波長を有する光を放射する紫外線光源と、当該
紫外線光源から放射された光を被処理水に照射するための紫外線照射機構とを備えており
、被処理水中に含まれる有効塩素を除去処理することを特徴とする水処理装置。
【請求項４】
　前記紫外線光源は、波長１７０～１８０ｎｍの範囲に更に発光波長を有する光を放射す
ることを特徴とする請求項３に記載の水処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水処理方法および水処理装置に関する。更に詳しくは、残留塩素を含有する
水を処理対象とする水処理方法および水処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医薬用純水（精製水）や産業用純水（具体的には、例えば半導体製造用超純水等）は、
水道水を原水とするものであり、原水である水道水を、逆浸透膜分離装置および脱イオン
装置（具体的には、例えばイオン交換装置および脱電気イオン装置等）などによって処理
することによって製造される。
　一方、我が国において、水道水は、塩素処理によって消毒されており、また一般細菌の
増殖防止のために、残留塩素が含まれている。水道水における残留塩素の濃度は、０．５
ｍｇ／Ｌ程度とされている。
【０００３】
　医薬用純水や産業用純水を製造するための水処理システムにおいては、水道水中の残留
塩素による、逆浸透膜分離装置および脱イオン装置などの装置の酸化劣化を防止するため
に、これらの装置の前段において、水道水中の残留塩素を除去処理している。
　一般的に、残留塩素の除去処理の手法としては、水道水を活性炭によって濾過する手法
、水道水に重亜硫酸ナトリウムなどの還元剤を注入する手法、および、水道水に紫外線（
具体的には、例えば波長２５４ｎｍの紫外線）を照射する手法などが挙げられる。
【０００４】
　そして、医薬用純水や産業用純水を製造するための水処理システムにおいて、水道水に
紫外線を照射する手法としては、紫外線光源として中圧水銀ランプを用いる手法、すなわ
ち中圧水銀ランプを備えた水処理装置を用いることが提案されている（例えば、特許文献
１参照。）。ここに、中圧水銀ランプとは、水銀蒸気圧が０．０４～４ＭＰａの水銀ラン
プを示す。
【０００５】
　しかしながら、水道水に中圧水銀ランプからの紫外線を照射する手法においては、残留
塩素を効率よく分解除去することができない、具体的には、消費電力あたりの残留塩素分
解率が低い、という問題がある。
　また、水処理システムにおいては、中圧水銀ランプが、ランプ温度が高温（具体的には
、おおよそ６００℃）となるものであることから、被処理水は高温となった中圧水銀ラン
プからの伝熱を受けて加温し、それに起因して後段の装置（具体的には、ポリアミドまた
は酢酸セルロールよりなる逆浸透膜を備えた逆浸透膜分離装置）を劣化させるおそれがあ
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る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－１９８２９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであって、その目的は、得られる
処理済水を処理対象とする装置の劣化を抑制しつつ、被処理水中の有効塩素を効率的に除
去処理することのできる水処理方法および水処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の水処理方法は、紫外線光源から放射された波長１９０～２００ｎｍの範囲に主
発光波長を有する光を被処理水に照射することにより、当該被処理水中に含まれる有効塩
素を除去処理することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の水処理方法においては、前記被処理水に照射される前記紫外線光源から放射さ
れた光は、更に波長１７０～１８０ｎｍの範囲に発光波長を有することが好ましい。
【００１０】
　本発明の水処理装置は、波長１９０～２００ｎｍの範囲に主発光波長を有する光を放射
する紫外線光源と、当該紫外線光源から放射された光を被処理水に照射するための紫外線
照射機構とを備えており、被処理水中に含まれる有効塩素を除去処理することを特徴とす
る。
【００１１】
　本発明の水処理装置においては、前記紫外線光源は、波長１７０～１８０ｎｍの範囲に
更に発光波長を有する光を放射することが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の水処理方法においては、被処理水に対して、紫外線光源から放射された波長１
９０～２００ｎｍの範囲に主発光波長を有する特定の光が照射される。そして、その特定
の光における波長１９０～２００ｎｍの範囲の光は、水に吸収されにくく、有効塩素に吸
収されやすい光である。そのため、被処理水中の有効塩素を、大きな放射照度を要するこ
となく、短時間で分解することができる。
　従って、本発明の水処理方法によれば、被処理水を過度に加温することなく、有効塩素
を効率よく分解することができることから、得られる処理済水を処理対象とする装置の劣
化を抑制しつつ、被処理水中の有効塩素を効率的に除去処理することができる。
【００１３】
　本発明の水処理装置は、波長１９０～２００ｎｍの範囲に主発光波長を有する光を放射
する紫外線光源と、当該紫外線光源から放射された光を被処理水に照射するための紫外線
照射機構とを備えたものであることから、本発明の水処理方法を実施することができる。
そのため、本発明の水処理装置によれば、得られる処理済水を処理対象とする装置の劣化
を抑制しつつ、被処理水中の有効塩素を効率的に除去処理することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】水の紫外光透過スペクトルである。
【図２】本発明の水処理装置の構成の一例を示す説明図である。
【図３】図２のＡ－Ａ線断面を示す説明用断面図である。
【図４】実験例１において、実験条件（１）および実験条件（２）によって実験用被処理
水に照射された蛍光体ランプの光の発光強度のスペクトルを示すスペクトル図である。
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【図５】実験例１において、比較用実験条件３によって実験用被処理水に照射された中圧
水銀ランプの光の発光強度のスペクトルを示すスペクトル図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の水処理方法および水処理装置の実施の形態について説明する。
【００１６】
　本発明の水処理方法は、水道水などの残留塩素（有効塩素）を含有する水を被処理水と
するものであり、被処理水中、すなわち残留塩素を含有する水中に含まれる残留塩素を除
去処理するものである。ここに、本明細書中において、「残留塩素」とは、水道水などの
塩素処理された水中に残留する有効塩素を示し、また「有効塩素」とは、殺菌効力を有す
る塩素（具体的には、次亜塩素酸（ＨＣｌＯ）および次亜塩素酸ナトリウム（次亜塩素酸
イオン（ＣｌＯ- ））など）を示す。この本発明の水処理方法に供される被処理水は、少
なくとも有効塩素を含有するものであればよく、有効塩素以外の成分が含有されたもので
あってもよい。
　そして、本発明の水処理方法は、被処理水に対して紫外線を照射する紫外線照射工程を
有するものである。この紫外線照射工程においては、被処理水に対して、残留塩素を分解
する残留塩素除去処理が行われる。
【００１７】
　本発明の水処理方法の紫外線照射工程において、被処理水に照射する紫外線は、波長１
９０～２００ｎｍの範囲に主発光波長を有する光を放射する紫外線光源から放射された光
である。ここに、本明細書中において、「主発光波長」とは、最も出力（発光強度）の高
い波長を示す。
　すなわち、紫外線照射工程においては、被処理水に対して、波長１９０～２００ｎｍの
範囲にピーク波長を有する光が照射される。
　被処理水に対して、紫外線光源から放射された波長１９０～２００ｎｍの範囲に主発光
波長を有する光を照射することにより、後述の実験例から明らかなように、被処理水中の
残留塩素を効率的に除去処理することができる。
【００１８】
　また、被処理水に照射される紫外線光源から放射された光は、更に波長１７０～１８０
ｎｍの範囲に発光波長を有する、すなわち波長１９０～２００ｎｍの範囲に第１の発光波
長（主発光波長）を有すると共に、波長１７０～１８０ｎｍの範囲に第２の発光波長を有
するものであることが好ましい。ここに、本明細書中において、「第２の発光波長」とは
、波長１９０ｎｍ以下の波長範囲において、主発光波長（第１の発光波長）に次ぐ２番目
に出力（発光強度）の高い波長を示す。
　被処理水に対して、紫外線光源から放射された波長１７０～１８０ｎｍの範囲に第２の
発光波長を有する光が照射されることによれば、後述の実験例から明らかなように、被処
理水中の残留塩素を、より一層効率的に除去処理することができる。
　その理由について以下に説明する。
　波長１７０～１８０ｎｍの光（紫外線）は、図１に示すように、水に吸収されやすい光
であり、この波長１７０～１８０ｎｍの光が水に吸収されることによれば、ヒドロキシラ
ジカルが生成する。ここに、図１は、水の紫外線透過スペクトルであって、水層の厚み（
光（紫外線）の透過方向の厚み）が１ｍｍの条件によって測定されたものである。この水
の紫外光透過スペクトルにおいては、水の透過率の変曲点が波長１８９ｎｍに存在するこ
とが示されている。そして、ヒドロキシラジカルは、残留塩素に作用して残留塩素を分解
するものである。そのため、被処理水に対して、波長１９０～２００ｎｍの範囲に主発光
波長（第１の発光波長）を有すると共に、波長１７０～１８０ｎｍの範囲に第２の発光波
長を有する光が照射されることにより、当該被処理水中に含まれる残留塩素が、紫外線光
源から放射された光（具体的には、主として波長１９０～２００ｎｍの範囲の光）の直接
的な作用、および、当該紫外線光源から放射された光（具体的には、主として波長１７０
～１８０ｎｍの範囲の光）の間接的な作用によって分解される。
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【００１９】
　紫外線光源としては、紫外線放射ランプ、具体的には波長１９０～２００ｎｍの範囲に
主発光波長を有する光を放射する紫外線放射ランプ（以下、「特定紫外線放射ランプ」と
もいう。）が好適に用いられる。この特定紫外線放射ランプは、波長１９０～２００ｎｍ
の範囲に主発光波長（第１の発光波長）を有すると共に、波長１７０～１８０ｎｍの範囲
に第２の発光波長を有する紫外線を放射するものであることが好ましい。
　特定紫外線放射ランプの好ましい具体例としては、発光ガスとしてキセノンガスなどの
希ガスが封入された発光管の外周面に一対の電極が配設され、当該発光管の内面に、蛍光
体としてネオジウム付活リン酸イットリウムを含有する蛍光体層が形成された蛍光体ラン
プが挙げられる。
　また、特定紫外線放射ランプとしては、ＡｒＦランプ（波長１９３ｎｍの単色光を放射
するエキシマランプであって、例えば特開２００９－３０１８６３号公報に記載のＡｒＦ
ランプ）などを用いることもできる。
　更に、紫外線光源としては、波長１９０～２００ｎｍの範囲に主発光波長を有するＬＥ
Ｄ素子を用いることもできる。
【００２０】
　この紫外線照射工程において、被処理水に対する紫外線の紫外線照射量は、紫外線光源
の種類、被処理水における残留塩素の量、残留塩素除去処理によって得られる処理済水（
残留塩素除去処理された被処理水）において必要とされる残留塩素の量などに応じて、適
宜に定められる。
【００２１】
　このような本発明の水処理方法は、本発明の水処理装置によって好適に実施することが
できる。
　本発明の水処理装置は、波長１９０～２００ｎｍの範囲に主発光波長を有する光を放射
する紫外線光源と、当該紫外線光源から放射された光を被処理水に照射するための紫外線
照射機構とを備えたものである。
【００２２】
　図２は、本発明の水処理装置の構成の一例を示す説明図であり、図３は、図２のＡ－Ａ
線断面を示す説明用断面図である。
　この水処理装置１０は、円筒状の被処理水収容容器（以下、「管状容器」ともいう。）
１１と、この管状容器１１内に配置された円柱状の紫外線光源（紫外線放射ランプ２０）
と、当該管状容器１１内において、紫外線光源を包囲するように設けられた紫外線透過性
光源保護部材（以下、「光源保護管」ともいう。）１２とを備えてなるものである。そし
て、水処理装置１０においては、管状容器１１と光源保護管１２とにより、紫外線光源か
ら放射された光を被処理水に照射するための紫外線照射機構が構成されている。
　この図の例において、紫外線光源としては、両端に封止部を有する直円筒状の発光管を
備え、この発光管の内部に円柱状の放電空間よりなる紫外線発生部が形成された紫外線放
射ランプ２０が用いられている。この紫外線放射ランプ２０は、発光ガスとしてキセノン
ガスが封入され、波長１９０～２００ｎｍの範囲に主発光波長（第１の発光波長）を有す
ると共に、波長１７０～１８０ｎｍに第２の発光波長を有する光を放射する蛍光体ランプ
（以下、「特定蛍光体ランプ」ともいう。）である。
【００２３】
　管状容器１１は、例えばステンレス鋼などの金属材料よりなり、円筒状の筒状本体１１
Ａの両端が、閉塞部材１１Ｂ，１１Ｃによって閉塞されたものである。この管状容器１１
の内部には、両端が閉塞部材１１Ｂ，１１Ｃによって閉塞された円筒状の光源保護管１２
が配設されており、この光源保護管１２は、管状容器１１（筒状本体１１Ａ）の内径より
小さい外径を有すると共に筒状本体１１Ａの全長と同等の全長を有している。また、光源
保護管１２は、管状容器１１内において、当該光源保護管１２の管軸が管状容器１１（筒
状本体１１Ａ）の管軸Ｃと一致するように支持部材（図示省略）によって支持されている
。また、管状容器１１には、筒状本体１１Ａにおける一方の閉塞部材１１Ｂに近接した領
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域に、被処理水供給口１３が形成されており、また筒状本体１１Ａにおける他方の閉塞部
材１１Ｃに近接した領域に、被処理水排出口１４が形成されている。そして、管状容器１
１と光源保護管１２との間の円環状の空間によって被処理水が収容される被処理水収容部
Ｒｗが形成されている。
【００２４】
　光源保護管１２は、例えば石英ガラスなどの紫外線透過性材料よりなるものである。ま
た、光源保護管１２の内部には、当該光源保護管１２の管軸に沿って紫外線放射ランプ２
０が配設されている。この紫外線放射ランプ２０は、光源保護管１２の内径よりも小さい
外径を有すると共に光源保護管１２の全長と同等の全長を有しており、光源保護管１２の
内部において、当該紫外線放射ランプ２０の管軸（ランプ中心軸）が光源保護管１２の管
軸と一致するように支持部材（図示省略）によって支持されている。すなわち、紫外線放
射ランプ２０は、当該紫外線放射ランプ２０の管軸（ランプ中心軸）が管状容器１１（筒
状本体１１Ａ）の管軸Ｃと一致し、被処理水収容部Ｒｗに囲まれるように配設されている
。
　この図の例において、紫外線放射ランプ２０と光源保護管１２との間の空間は、窒素ガ
スなどの不活性ガスで満たされている。すなわち、紫外線放射ランプ２０と光源保護管１
２との間には、不活性ガス層が形成されている。紫外線放射ランプ２０と光源保護管１２
との間の空間が不活性ガスで満たされていることにより、当該空間において、オゾンなど
の活性ガスが発生するおそれがなくなり、水処理装置１０の劣化を抑制することができる
。また、紫外線放射ランプ２０から放射された光（紫外線）が、紫外線放射ランプ２０と
光源保護管１２との間の空間に存在するガス（具体的には、例えば酸素などの紫外線吸収
ガス）に吸収されることに起因して、被処理水に対する紫外線照射量が減少するおそれが
ない。この不活性ガス層の厚み、すなわち紫外線放射ランプ２０と光源保護管１２との間
の距離ｄ１は、例えば１０ｍｍである。このようにして、紫外線照射機構は、紫外線放射
ランプ２０から放射された光が紫外線吸収ガスを含有する紫外線吸収ガス層（具体的には
、大気層など）を介することなく被処理水に照射する構成のものとされている。
【００２５】
　光源保護管１２としては、例えば、合成石英ガラス（具体的には、例えば「Ｓｕｐｒａ
ｓｉｌ－Ｆ３１０」（信越石英株式会社））よりなるガラス管が用いられる。
【００２６】
　また、水処理装置１０において、被処理水収容部Ｒｗにおける光路長、すなわち管状容
器１１（筒状本体１１Ａ）の内周面と光源保護管１２の外周面との間の距離ｄ２、被処理
水収容部Ｒｗにおける紫外線放射ランプ２０から放射された光が照射される領域の大きさ
（紫外線放射ランプ２０の発光長）およびその他の条件は、被処理水収容部Ｒｗに供給さ
れる被処理水の残留塩素の量、および当該水処理装置１０によって処理（残留塩素除去処
理）された被処理水（処理済水）において必要とされる残留塩素の量などに応じて適宜に
設定される。
【００２７】
　この水処理装置１０においては、残留塩素除去処理中には、先ず、被処理水が被処理水
供給口１３を介して管状容器１１内に供給されることによって当該管状容器１１内に被処
理水が充填収容された状態とされる。次いで、紫外線放射ランプ２０が点灯されることに
より、管状容器１１内の被処理水収容部Ｒｗに収容されている被処理水に対して、紫外線
放射ランプ２０から放射された光が、紫外線放射ランプ２０と光源保護管１２との間の不
活性ガス層および光源保護管１２を介して照射される。そして、このようにして紫外線放
射ランプ２０から放射された光が照射された被処理水、すなわち処理済水は、紫外線放射
ランプ２０が消灯された後、被処理水排出口１４を介して管状容器１１の外部に排出され
る。
【００２８】
　而して、水処理装置１０においては、被処理水に対して、紫外線放射ランプ２０から放
射された波長１９０～２００ｎｍに主発光波長域を有する光が照射される。すなわち、本
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発明の水処理方法によって残留塩素除去処理が行われる。而して、本発明の水処理方法に
おいては、波長１９０～２００ｎｍの範囲の光が、図１に示されているように水に吸収さ
れにくく、かつ残留塩素に吸収されやすい光であることから、被処理水中の残留塩素を、
大きな放射照度を要することなく、短時間で分解することができる。すなわち、紫外線放
射ランプ２０における消費電力あたりの残留塩素分解率が大きくなる。そして、大きな放
射照度を要することなく短時間で残留塩素を分解できることによれば、紫外線放射ランプ
２０からの伝熱を受けることに起因する被処理水の温度上昇を抑制することができる。
　従って、本発明の水処理方法によって残留塩素除去処理が行われる水処理装置１０によ
れば、被処理水を過度に加温することなく、残留塩素を効率よく分解することができる。
そのため、得られる処理済水を処理対象とする装置（具体的には、例えばイオン交換装置
および脱電気イオン装置等）の劣化を抑制しつつ、被処理水中の残留塩素を効率的に除去
処理することができる。
【００２９】
　また、水処理装置１０においては、紫外線放射ランプ２０として、特定蛍光体ランプが
用いられており、しかも、紫外線照射機構が、被処理水に対して、紫外線放射ランプ２０
から放射された光を、紫外線吸収ガス層（大気層）を介することなく照射する構成のもの
とされている。そのため、被処理水に対して、特定蛍光体ランプから放射された、波長１
９０～２００ｎｍの範囲に主発光波長（第１の発光波長）を有すると共に波長１７０～１
８０ｎｍの範囲に第２の発光波長を有する光が照射される。その結果、被処理水中の残留
塩素をより一層効率的に除去処理することができる。
【００３０】
　そして、水処理装置１０において、紫外線放射ランプ２０として特定蛍光体ランプが用
いられていることによれば、当該特定蛍光体ランプが、ランプ温度が高温とならないもの
であることから、紫外線光源として中圧水銀ランプを用いた場合のように、高温となった
紫外線光源からの伝熱を受けて被処理水が過度に加温されることがない。そのため、得ら
れる処理済水を処理対象とする装置の劣化を、より一層抑制することができる。
【００３１】
　このような本発明の水処理装置は、医薬用純水（精製水）や産業用純水（具体的には、
例えば半導体製造用超純水等）などとして用いられる純水を製造するための水処理システ
ムを構成する構成装置として好適に用いられる。具体的には、水処理システムにおいて、
残留塩素除去処理装置として、逆浸透膜分離装置および脱イオン装置（具体的には、例え
ばイオン交換装置および脱電気イオン装置等）などの残留塩素や加温された状態の被処理
水との接触によって劣化が生じやすい部材を備えた装置の前段に配設される。
　このように本発明の水処理装置を備えた水処理システムにおいては、本発明の水処理装
置において、被処理水中の残留塩素を、被処理水を過度に加温することなく、効率的に除
去処理することができる。そのため、ランニングコストを安価にすることができ、また、
本発明の水処理装置の後段に配設された逆浸透膜分離装置および脱イオン装置に対して、
残留塩素が含有する被処理水や悪影響が生じるような温度に加温された状態の被処理水が
供給されることがない。
【００３２】
　以上、本発明の水処理装置について具体的に説明したが、本発明は上記の例に限定され
るものではなく、種々の変更を加えることができる。
　例えば、本発明の水処理装置は、波長１９０～２００ｎｍの範囲に主発光波長を有する
光を放射する紫外線光源と、当該紫外線光源から放射された光を被処理水に照射する紫外
線照射機構とを備えてなるものであればよい。
　具体的には、本発明の水処理装置は、図２および図３の水処理装置において、被処理水
収容容器（管状容器）内に紫外線透過性光源保護部材（光源保護管）が設けられておらず
、紫外線光源（紫外線放射ランプ）が被処理水と接触する構成のものであってもよい。
　また、本発明の水処理装置は、大気環境雰囲気下において被処理水収容容器と紫外線光
源とが離間して配設されており、紫外線光源から放射された光が大気空間（大気層）を介
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【００３３】
　以下、本発明の実験例について説明する。
【００３４】
〔実験例１〕
　先ず、殺菌消毒剤「ピューラックス（次亜塩素酸ナトリウム６％）」を、超純水製造装
置によって製造した超純水によって希釈することにより、実験用被処理水（有効塩素（残
留塩素）を含有する水）として、濃度１．２１ｍｇ／Ｌの次亜塩素酸水溶液を調製した。
調製した実験用被処理水における次亜塩素酸の濃度は、「パックテスト総残留塩素（ＷＡ
Ｋ－Ｔ・ＣＩＯ）」（株式会社共立理化学研究所製）によって発色させた濃度測定用試料
を用い、「デジタルパックテスト・マルチ（ＤＭＰ－ＭＴ）」（株式会社共立理化学研究
所製）により、測定範囲０．１０～２．００ｍｇ／Ｌの条件で測定した。
　また、紫外線光源として、蛍光体ランプと中圧水銀ランプとの２種類の紫外線放射ラン
プを用意した。
　ここに、蛍光体ランプとしては、発光ガスとしてキセノンガスが封入された、厚さ２ｍ
ｍの合成石英ガラス（Ｓｕｐｒａｓｉｌ－Ｆ３１０）よりなる発光管の外周面に一対の電
極が配設され、当該発光管の内面に、蛍光体としてネオジウム付活リン酸イットリウムを
含有する蛍光体層が形成された蛍光体ランプ（特定蛍光体ランプ）を用いた。また、中圧
水銀ランプとしては、ウシオ電機株式会社製の「ＵＭ－４５２」を用いた。
【００３５】
　次いで、直径４０ｍｍのシャーレを複数用意し、各シャーレに、調製した実験用被処理
水３ｍＬを入れた。これらの複数のシャーレ内の実験用被処理水に対して、３つの実験条
件（１）～（３）によって紫外線放射ランプから放射された光を５秒間照射した。ここに
、実験条件（１）においては、紫外線放射ランプとして蛍光体ランプを用い、大気雰囲気
下において、蛍光体ランプを放射照度３．７ｍＷ／ｃｍ2 の条件で点灯させることにより
、当該蛍光体ランプからの光を実験用被処理水に照射した。また、実験条件（２）におい
ては、紫外線放射ランプとして蛍光体ランプを用い、窒素雰囲気下において、蛍光体ラン
プを放射照度３．７ｍＷ／ｃｍ2 の条件で点灯させることにより、当該蛍光体ランプから
の光を実験用被処理水に照射した。また、実験射条件（３）においては、紫外線放射ラン
プとして中圧水銀ランプを用い、大気雰囲気下において、中圧水銀ランプを放射照度１１
．６ｍＷ／ｃｍ2 の条件で点灯させることにより、当該中圧水銀ランプからの光を実験用
被処理水に照射した。これらの３つの実験条件（１）～（３）において、各シャーレ内の
実験用被処理水に照射された光のスペクトルを図４および図５に示す。ここに、図４には
、実験条件（１）において、大気雰囲気下で実験用被処理水に照射された蛍光体ランプか
らの光のスペクトルが実線で示されていると共に、実験条件（２）において、窒素雰囲気
下で実験用被処理水に照射された蛍光体ランプからの光のスペクトルが破線で示されてい
る。また、図５には、実験条件（３）において、実験用被処理水に照射された中圧水銀ラ
ンプからの光のスペクトルが示されている。そして、紫外線放射ランプから放射された光
を照射した実験用被処理水を撹拌した後、当該実験用被処理水における次亜塩素酸の濃度
を測定した。この次亜塩素酸の濃度の測定は、「パックテスト総残留塩素（ＷＡＫ－Ｔ・
ＣＩＯ）」（株式会社共立理化学研究所製）によって発色させた濃度測定用試料を用い、
「デジタルパックテスト・マルチ（ＤＭＰ－ＭＴ）」（株式会社共立理化学研究所製）に
よって行った。結果を表１に示す。
【００３６】



(9) JP 2017-205700 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

【表１】

【００３７】
　２種の紫外線放射ランプの発光長および点灯するために要する電力（消費電力）と、表
１の結果とに基づいて、各実験条件において次亜塩素酸１ｍｇを分解するために要するラ
ンプ単位長さ当り消費電力量を、分解効率として算出した。結果を表２に示す。この表２
には、規格化分解効率として、実験条件（２）において窒素雰囲気下で蛍光体ランプから
の光を照射した際の分解効率を基準とし、１．００〔Ｗ/（ｃｍ・ｍｇ）〕とすることに
よって規格化された値が示されている。
【００３８】
【表２】

【００３９】
　以上の実験例１の結果から、紫外線光源として特定蛍光体ランプを用い、被処理水に対
して、特定蛍光体ランプから放射された波長１９０～２００ｎｍの範囲に主発光波長を有
する光を照射した場合には、紫外線光源として中圧水銀ランプを用いた場合に比して、残
留塩素分解効率（有効塩素分解率）が小さい、具体的には、残留塩素１ｍｇを分解するた
めに要する消費電力量が少ないことが明らかである。すなわち、蛍光体ランプの消費電力
あたりの残留塩素分解率は、中圧水銀ランプの消費電力あたりの残留塩素分解率よりも大
きいことが明らかである。具体的には、実験条件（１）と実験条件（３）とを比較すると
、蛍光体ランプの消費電力あたりの残留塩素分解率は、中圧水銀ランプの消費電力あたり
の残留塩素分解率の値に比して、１８．５倍の値である。
　また、特に、紫外線光源として特定蛍光体ランプを用い、被処理水に対して、特定蛍光
体ランプから放射された波長１９０～２００ｎｍの範囲に主発光波長（第１の発光波長）
を有すると共に波長１７０～１８０ｎｍの範囲に更に発光波長（第２の発光波長）を有す
る光を照射した場合には、紫外線光源として中圧水銀ランプを用いた場合に比して、残留
塩素分解効率（有効塩素分解率）がさらに小さい、具体的には、残留塩素１ｍｇを分解す
るために要する消費電力量がさらに少ないことが明らかである。具体的には、実験条件（
２）と実験条件（３）とを比較すると、蛍光体ランプの消費電力あたりの残留塩素分解率
は、中圧水銀ランプの消費電力あたりの残留塩素分解率の値に比して、１８．５／０．８
５（≒２１．８）倍の値である。
　従って、被処理水に対して、紫外線光源から放射された波長１９０～２００ｎｍの範囲
に主発光長を有する光を照射する本発明の水処理方法によれば、被処理水中の有効塩素（
残留塩素）を効率的に除去処理できることが確認された。
　また、被処理水に対して、紫外線光源から放射された、波長１９０～２００ｎｍの範囲
に主発光長を有すると共に波長１７０～１８０ｎｍの範囲に更に発光波長を有する光を照
射する本発明の水処理方法によれば、被処理水中の有効塩素（残留塩素）をより効率的に
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除去処理できることが確認された。
【符号の説明】
【００４０】
１０　　水処理装置
１１　　被処理水収容容器（管状容器）
１１Ａ　　筒状本体
１１Ｂ,１１Ｃ　　閉塞部材
１２　　紫外線透過性光源保護部材（光源保護管）
１３　　被処理水供給口
１４　　被処理水排出口
２０　　紫外線放射ランプ
Ｒｗ　　被処理水収容部

                                                                                

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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